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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
固定子コイル端子と給電端子との間に介在する接続端子部を備えた回転電機において、
　前記接続端子部には、絶縁性樹脂で成形され前記回転電機軸と同軸に複数の同心状の溝
が設けられ、該溝内に前記給電端子のＵ、Ｖ、Ｗ相につながるとともに、前記固定子コイ
ル端子に接続される各相別のターミナルが挿入された円環状の結線板と、絶縁性樹脂で成
形され外径部と内径部を有する平面円弧状をなし前記給電端子を保持するとともに、前記
結線板の反固定子側端面に接して固着されたベースとが設けられており、前記ベースの外
径部には、所定の角度離れた２カ所に外径側スナップフィット係合部が、前記ベースの内
径部には前記所定の角度より狭い角度離れた２カ所に内径側スナップフィット係合部が設
けられており、前記結線板の内径部には、前記ベースの前記内径側スナップフィット係合
部と係合する内径側スナップフィットが、外径部には前記ベースの前記外径側スナップフ
ィット係合部と係合する外径側スナップフィットが設けられており、前記ベースが前記結
線板の前記内径側スナップフィットおよび前記外径側スナップフィットによって係合され
ていることを特徴とする回転電機。
【請求項２】
前記結線板の前記内径側スナップフィットは、前記結線板の内径部から内周面と同一面上
で前記回転電機の軸方向に、前記ベース側に突出したアーチ部が設けられていることを特
徴とする請求項１に記載の回転電機。
【請求項３】
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前記結線板の前記外径側スナップフィットは、前記結線板の外径部から前記固定子側に斜
めに突出した後、前記回転電機の軸方向と平行に反固定子側に延伸する形状をなすととも
に、前記ベースの前記外径側スナップフィット係合部と係合する当接部が外径側に突出し
ていることを特徴とする請求項１に記載の回転電機。
【請求項４】
前記ベースの前記内径側スナップフィット係合部は、前記ベースの内周面から径方向内側
に突出していることを特徴とする請求項１に記載の回転電機。
【請求項５】
前記ベースの前記外径側スナップフィット係合部は、前記ベースの外径部に設けられた開
口部内から径方向内側に突出して設けられていることを特徴とする請求項１に記載の回転
電機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、自動車等車輌に搭載される各種装置を駆動する回転電機に関するもので、
特にコイル端子と外部給電端子をつなぐ電気的接続部の構造に係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の回転電機の固定子コイルのコイル端末の電気的接続部は、固定子の側部に配置し
たコイル接続部によって結線がなされている。すなわち、コイル接続体は絶縁材のホルダ
に設けた溝部に相別用導電部材や、同相用導電部材が配置されており、相別用導電部材や
同相用導電部材とコイル端末をヒュージング等で接続することによって所定の結線がなさ
れる構成が、また相別用導電部材に設けた接続端子には給電するための電源線が接続され
ていることが示されている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３２４８８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に示された技術は、絶縁材のホルダの溝によって回転電機の径方向の電
気的絶縁が確保されている。一方、軸方向においては相別用導電部材と同相用導電部材と
の間は、空隙によって絶縁されている。この空隙は、車輌等の搭載作業時において、給電
用の電源線を介して過度な外力が印加された場合に状態が変化し、充分な空隙が確保され
ず、絶縁特性が低下するケースが発生することがある。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであって、回転電機を車
輌等の搭載作業時において、給電用の電源線を介して過度の外力が印加されたとしても、
相別用導電部材と同相用導電部材との間の空隙の変化の発生を抑制可能な構造を備えた回
転電機を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る回転電機は、固定子コイル端子と給電端子との間に介在する接続端子部
を備え、接続端子部には、絶縁性樹脂で成形され回転電機軸と同軸に複数の同心状の溝が
設けられ、該溝内に給電端子のＵ、Ｖ、Ｗ相につながるとともに、固定子コイル端子に接
続される各相別のターミナルが挿入された円環状の結線板と、絶縁性樹脂で成形され外径
部と内径部を有する平面円弧状をなし給電端子を保持するとともに、結線板の反固定子側
端面に接して固着されたベースとが設けられており、ベースの外径部には、所定の角度離
れた２カ所に外径側スナップフィット係合部が、ベースの内径部には所定の角度より狭い
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角度離れた２カ所に内径側スナップフィット係合部が設けられており、結線板の内径部に
は、ベースの内径側スナップフィット係合部と係合する内径側スナップフィットが、外径
部にはベースの外径側スナップフィット係合部と係合する外径側スナップフィットが設け
られており、ベースが結線板の内径側スナップフィットおよび外径側スナップフィットに
よって係合されているものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明に係る回転電機は上記のような構成を備え、ベースと結線板とが固定されてい
るので、ベースが給電板から離脱することがなく回転電機を車輌に搭載作業時に給電端子
の内、例えばＵ相の給電端子を何らかの理由で強く引っ張る力が作用した場合であっても
、このＵ相の給電端子につながる結線板の溝に挿入されたＵ相のターミナルが溝から浮き
上がり、他のＶ相、Ｗ相のターミナル接続部と接触あるいは必要な絶縁空隙が確保できな
くなる等の電気特性低下要因発生を防止可能となるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態１の回転電機の接続端子部、固定子の断面を示す図である。
【図２】実施の形態１の接続端子部を示す正面図および側面図である。
【図３】実施の形態１のターミナルを結線板溝で保持している状態を示す図である。
【図４】実施の形態１のターミナル立ち上げ部と給電端子との接続状態を示す図である。
【図５】実施の形態１の結線板内径側スナップフィットの係合状態を示す図である。
【図６】実施の形態１の結線板外径側スナップフィットの係合状態を示す図である。
【図７】実施の形態１の結線板側面形状を示す図である。
【図８】実施の形態１の結線板内径側スナップフィットを示す図である。
【図９】実施の形態１の結線板外径側スナップフィットを示す図である。
【図１０】実施の形態１のベース型状を示す図である。
【図１１】実施の形態１のベース内径側スナップフィット係合部を示す図である。
【図１２】実施の形態１のベース外径側スナップフィット係合部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
実施の形態１．
　以下、この発明の実施の形態１による回転電機を図に基づいて説明する。
　図１は、回転電機５０の１例としての自動車等車輌に搭載される諸機器を駆動する電動
機の固定子コイル端子７と外部からの給電端子４との間に設けられ、これらをつなぐ接続
端子部２０と固定子５の断面を示す図である。
　図１において、固定子５の鉄心に設けられた固定子コイル６の巻き始め、巻き終わりな
どの固定子コイル端子７は、固定子５の側部に配置された結線板２によって回転電機５０
としての所定の結線がなされる。この結線板２の回転電機５０の軸方向であって、反固定
子側には、ベース３が外部につながるＵ、Ｖ、Ｗ相の給電端子４を保持して前記結線板２
の反固定子側端面２ｅにベース底面３ｂが直接接触して、後に詳述する結線板内径側スナ
ップフィット１０および結線板外径側スナップフィット１１によって装着、固定されてい
る。
　固定子コイル６は、固定子コイル端子７にて結線板２のターミナル接続部８と接続され
ている。このような上記結線板２とベース３とで接続端子部２０を構成している。
【００１０】
　図２（ａ）は、接続端子部２０を反固定子側から見た正面図であり、図２（ｂ）はその
側面図である。図２に示すように結線板２は絶縁性樹脂で形成され、回転電機５０と同軸
に複数の同心層状の溝２ｆが設けられていて、図３に示すように、例えば上記溝２ｆの内
、最内層の溝２ｆにＵ相、中央層の溝２ｆにＶ相、最外層の溝２ｆにＷ相のターミナル１
が挿入されている。これらターミナル１は、ターミナル接続部８で固定子コイル端子７と
溶接またはヒュージング、ハンダ等で固着されている。尚、結線板足部２ａは固定子５の
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構成部材に当接し、結線板２の位置決めを行っている。
　また、各相のターミナル１はターミナル立ち上げ部１ａで図１、図４に示すようにベー
ス３に保持された給電端子４の各相に溶接またはヒュージング、ハンダ等で固着されてい
る。
　図３は、図２のベース３が装着されない状態の結線板２の正面図であり、後述する図６
に示す結線板外径側スナップフィット１１と、ターミナル接続部８の平面位置関係を示す
図である。
【００１１】
　図３から判るように、最内層の溝２ｆにはＵ１～Ｕ４のターミナル１が、中央層の溝２
ｆにはＶ１～Ｖ４のターミナル１が、最外層の溝２ｆにはＷ１～Ｗ４のターミナル１がそ
れぞれ挿入されている。この結線板２の各溝間の溝壁には溝切り欠き１ｂが設けられ、こ
の溝切り欠き１ｂから前記それぞれのターミナル接続部８が異相のターミナルと直交して
径方向に突出している。なお、この図３の例では、デルタ結線の場合についてのターミナ
ル１の配置関係を示したが、スター結線の場合であってもよく、結線方式に限定されない
。
　結線板外径側スナップフィット１１は、図３および後述する図１０で示すように円周上
９０度離れた２カ所に設けられている。尚、この図３、図１０では９０度の位置を示して
いるが、前記ターミナル接続部８の取り付け位置や、ベース３の平面寸法形状に応じてそ
の角度を変更可能である。
【００１２】
　図４は、ターミナル１と給電端子４との接続状態を示す断面投影図であり、図２のＡ－
Ａ断面部位に相当する。この例では結線板２の最外層の溝２ｆに挿入されたＷ相のターミ
ナル１のターミナル立ち上げ部１ａが、ベース３の開口３ａを通り給電端子４とその端末
において、前述したように溶接またはヒュージング、ハンダ等で固着されている。
　図５は、結線板２に設けられている結線板内径側スナップフィット１０が、ベース３の
ベース内径側スナップフィット係合部１２に係合した状態を示す断面投影図であり、前述
した図２のＢ－Ｂ断面およびＣ－Ｃ断面ならびに後述する図１０のＦ－Ｆ断面の個所に相
当する。尚この結線板内径側スナップフィット１０の取り付け位置は、図２および図１０
に示した６０度離れて２カ所設けてあり、この６０度は前述した結線板外径側スナップフ
ィット１１の取り付け位置の９０度の範囲内の位置であり、この６０度の角度も適宜変更
可能である。図５から判るように、結線板内径側スナップフィット１０は、内周面２ｄと
同一面から回転電機５０の軸と平行に、反固定子側に突出し、結線板２の反固定子側に接
して装着されたベース３に設けられたベース内径側スナップフィット係合部１２に係合し
ている。
【００１３】
　図６は、結線板２に設けられている結線板外径側スナップフィット１１が、ベース３の
ベース外径側スナップフィット係合部１３に係合した状態を示す断面投影図であり、後述
する図１０のＧ－Ｇ断面の個所に相当する。図６から判るように、結線板外径側スナップ
フィット１１は、結線板２の外径側から固定子側に斜めに突出した後、回転電機５０の軸
方向と平行に反固定子側に延伸する形状を有し、延伸した先端部分において外径側に突出
して設けられた当接部１４にベース外径側スナップフィット係合部１３が係合している。
　このような屈曲した形状を有する結線板外径側スナップフィット１１は、ベース外径側
スナップフィット係合部１３に係合する時、係合の際に発生する応力を緩和することがで
きる。また、当接部１４が外径側に突出して設けられているので、結線板１の樹脂成形用
金型が上、下２分割構造を採用可能となり、金型製作コストの低減および結線板樹脂成形
後の脱型が容易となり、結線板２の製造コストが低減する。
【００１４】
　図７に、結線板２の側面形状を示す。
　図８は、結線板内径側スナップフィット１０を図７に示した内周面２ｄから見た展開図
として示す。図８から判るように、結線板内径側スナップフィット１０は内径部２ｇにお
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いて、内周面２ｄと同一面で反固定子側端面２ｃ側（ベース３側）から突出したアーチ部
１０ａを有している。このアーチ部１０ａが後述する図１１のベース内径側スナップフィ
ット係合部１２に係合する。
　図９は、図６で説明した結線板外径側スナップフィット１１を拡大して示す図であり、
外径部２ｈに結線板外径側スナップフィット１１が設けられている。
　図１０は、ベース３を反固定子側から見た平面図であり、内径部３ｃに結線板２との係
合を行うベース内径側スナップフィット係合部１２が６０度離れた２カ所に、および外径
部３ｄにベース外径側スナップフィット係合部１３が９０度離れた２カ所に配置されたこ
とを示す図である。
　図１１は、図５で説明したベース３のベース内径側スナップフィット係合部１２を拡大
して示す図であり、この部分に結線板内径側スナップフィット１０のアーチ部１０ａが係
合する。
　図１２は、図１０で示した断面Ｇ－Ｇ部におけるベース３の開口３ａに設けられたベー
ス外径側スナップフィット係合部１３を拡大して示す図である。尚、このベース外径側ス
ナップフィット係合部１３はベース底面３ｂより回転電機５０の軸と平行に固定子側、す
なわち結線板２側に延出した開口３ａ内に設けられている。
【００１５】
　以上のように、この実施の形態１による回転電機５０は、結線板２にベース３が内径側
の２カ所、外径側の２カ所の計４カ所でスナップフィットによって係合された接続端子部
２０を備えているので、回転電機５０を車輌等に搭載作業時にベース３に保持されている
給電端子４に過度の外力が印加されても、ベース３と結線板２との剛性で外力に対抗し、
ベース３と結線板２との間に、相対的な面内のズレ、軸方向の動きが発生せず、従って、
給電端子４につながる結線板２の溝内のターミナル間の絶縁空隙の減少や、短絡等の発生
が防止できる。
【産業上の利用可能性】
【００１６】
　この発明は、車輌等に搭載される電動機に利用可能である。
【符号の説明】
【００１７】
　１　ターミナル、２　結線板、３　ベース、４　給電端子、５　固定子、
７　固定子コイル端子、１０　結線板内径側スナップフィット、１０ａ　アーチ部、
１１　結線板外径側スナップフィット、１２　ベース内径側スナップフィット係合部、
１３　ベース外径側スナップフィット係合部、１４　当接部、２０　接続端子部、
５０　回転電機。



(6) JP 5320431 B2 2013.10.23

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(7) JP 5320431 B2 2013.10.23

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(8) JP 5320431 B2 2013.10.23

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(9) JP 5320431 B2 2013.10.23

10

フロントページの続き

(72)発明者  藤本　憲悟
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内

    審査官  西山　智宏

(56)参考文献  特開２００７－２０２２６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０３７２１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２４８７５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１０９６５８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０２Ｋ３／３０－３／５２
              Ｈ０２Ｋ５／００－５／２６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

